
 
 

参考資料 
令和２年第４回三豊市議会定例会 

提出議案（条例関係）新旧対照表 

 
  ページ番号 

・議案第１１３号関係 ・・・ １ 
 （三豊市幼保連携型認定こども園条例の制定について） 

・議案第１１４号関係 ・・・ ２ 
 （組織機構改革に伴う関係条例の整備について） 

・議案第１１５号関係 ・・・ ４ 
 （地方税法の一部改正に伴う関係条例の整理について） 

・議案第１１６号関係 ・・・ ６ 
 （三豊市職員の育児休業等に関する条例等の一部改正につい

て） 

・議案第１１７号関係 ・・・ １４ 
 （三豊市国民健康保険税条例の一部改正について） 

・議案第１１８号関係 ・・・ １６ 
 （三豊市保育所条例の一部改正について） 

   
 

   
 

   
 

   
 

 



 

【議案第１１３号関係】 

 

   三豊市幼保連携型認定こども園条例 新旧対照表（抄） 

 

【附則第３項関係】 三豊市保育所条例（平成１８年三豊市条例第１１２号） 一部改正  

改正後（案） 現   行 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 
名称 位置 

略 
三豊市立仁尾保育所 
(削除) 

三豊市仁尾町仁尾丁636番地1 

 

名称 位置 
略 

三豊市立仁尾保育所 三豊市仁尾町仁尾丁636番地1 
三豊市立財田保育所 三豊市財田町財田上1417番地1 

 

 
【附則第４項関係】 三豊市立学校条例（平成１８年三豊市条例第２０５号） 一部改正  

改正後（案） 現   行 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 
学校の種類 名称 位置 
小学校 略 
中学校 略 
幼稚園 略 

三豊市立曽保幼稚

園 
(削除) 

三豊市仁尾町仁尾甲1090番
地1 

 

学校の種類 名称 位置 
小学校 略 
中学校 略 
幼稚園 略 

三豊市立曽保幼稚

園 
三豊市仁尾町仁尾甲1090番
地1 

三豊市立財田幼稚

園 
三豊市財田町財田上1417番
地 

 

 
【附則第５項関係】 三豊市立幼稚園預かり保育及び延長保育条例（平成１８年三豊市条例第２０８号） 一部

改正  

改正後（案） 現   行 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 
名称 位置 

略 
三豊市立曽保幼稚園 
 
(削除) 

三豊市仁尾町仁尾甲1090番地

1 

 

名称 位置 
略 

三豊市立曽保幼稚園 三豊市仁尾町仁尾甲1090番地

1 
三豊市立財田幼稚園 三豊市財田町財田上1417番地 
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【議案第１１４号関係】 

 

   組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例 新旧対照表（抄） 

 

【第１条関係】 三豊市行政組織条例(平成18年三豊市条例第8号) 一部改正  

改正後（案） 現   行 

(部の設置) (部の設置) 
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規

定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、

次の部を設ける。 

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規

定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、

次の部を設ける。 
(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 
(5) 農政部 (5) 建設経済部 
(6) 建設部  
(分掌事務) (分掌事務) 

第2条 前条に掲げる部の分掌事務は、おおむね次のとおり

とする。 
第2条 前条に掲げる部の分掌事務は、おおむね次のとおり

とする。 

総務部 略 総務部 略 
政策部 略 政策部 略 
市民環境部 略 市民環境部 略 
健康福祉部 略 健康福祉部 略 
農政部 建設経済部 

(1) 農林水産に関すること。 (1) 農林水産に関すること。 
(2) 農業土木に関すること。 (2) 農業土木に関すること。 
(3) 前2号に掲げるもののほか、農政に関すること。 (3) 道路及び橋りょうに関すること。 

 (削除) (4) 河川その他の土木に関すること。 
(削除) (5) 砂防に関すること。 

  (削除) (6) 建築に関すること。 
(削除) (7) 都市計画に関すること。 
(削除) (8) 公営住宅等に関すること。 
(削除) (9) 港湾及び漁港に関すること。 
(削除) (10) 前各号に掲げるもののほか、建設経済に関するこ

と。 

 建設部  
(1) 道路及び橋りょうに関すること。  
(2) 河川その他の土木に関すること。  
(3) 砂防に関すること。  
(4) 建築に関すること。  
(5) 都市計画に関すること。  
(6) 公営住宅等に関すること。  
(7) 港湾及び漁港に関すること。  
(8) 前各号に掲げるもののほか、建設経済に関するこ

と。 
 

 
【第２条関係】 三豊市都市計画審議会条例（平成１８年三豊市条例第１９１号） 一部改正  

改正後（案） 現   行 

(庶務) (庶務) 
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第7条 審議会の庶務は、建設部都市整備課  において処

理する。 
第7条 審議会の庶務は、建設経済部都市整備課において処

理する。 
 
【第３条関係】 三豊市市営住宅等入居者選考委員会条例（平成１９年三豊市条例第７号） 一部改正  

改正後（案） 現   行 

(庶務) (庶務) 
第7条 委員会の庶務は、建設部建築住宅課で処理する。 第7条 委員会の庶務は、建設経済部建築住宅課で処理する。 

 
【第４条関係】 三豊市農業振興計画策定審議会設置条例（平成２５年三豊市条例第８号） 一部改正  

改正後（案） 現   行 

(庶務) (庶務) 
第8条 審議会の庶務は、農政部農林水産課  において処

理する。 
第8条 審議会の庶務は、建設経済部農林水産課において処

理する。 
 
【第５条関係】三豊市空家等の適正な管理に関する条例（平成２９年三豊市条例第２号） 一部改正  

改正後（案） 現   行 

(協議会) (協議会) 
第13条 略 第13条 略 
2～9 略 2～9 略 
10 協議会の庶務は、建設部建築住宅課 において処理す

る。 
10 協議会の庶務は、建設経済部建築住宅課において処理す

る。 
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【議案第１１５号関係】 

 

   地方税法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例 新旧対照表（抄） 

 

【第１条関係】 三豊市介護保険条例の一部を改正する条例（令和２年三豊市条例第１５号） 一部改正  

改正後（案） 現   行 

附 則 附 則 
(延滞金の割合の特例) (延滞金の割合の特例) 

3 当分の間、第7条の2第1項に規定する延滞金の年14.6パー

セントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定に

かかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租
税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定す

る平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算し

た割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満

たない場合には、その年中においては、年14.6パーセント

の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に

年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセ

ントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パー

セントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パ
ーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割

合)とする。 

3 当分の間、第7条の2第1項に規定する延滞金の年14.6パー

セントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定に

かかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に   租

税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定に

より告示された割合  に年1パーセントの割合を加算し

た割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満

たない場合には、その年中においては、年14.6パーセント

の割合にあってはその年における特例基準割合に     

年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセ

ントの割合にあっては当該特例基準割合に   年1パー

セントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パ
ーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割

合)とする。 
4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算

において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割

合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、

年0.1パーセントの割合とする。 

 

 
【第２条関係】 三豊市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例（令和２年三豊市条例第１３号） 

一部改正  

改正後（案） 現   行 

附 則 附 則 
(延滞金の割合の特例) (延滞金の割合の特例) 

2 当分の間、第6条の2第1項に規定する延滞金の年14.6パー

セントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定に

かかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租
税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定す

る平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算し

た割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満

たない場合には、その年中においては、年14.6パーセント

の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に

年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセ

ントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パー

セントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パ
ーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割

合)とする。 

2 当分の間、第6条の2第1項に規定する延滞金の年14.6パー

セントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定に

かかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に   租

税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定に

より告示された割合  に年1パーセントの割合を加算し

た割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満

たない場合には、その年中においては、年14.6パーセント

の割合にあってはその年における特例基準割合に     

年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセ

ントの割合にあっては当該特例基準割合に   年1パー

セントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パ
ーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割

合)とする。 
3 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算

において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割

合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、

年0.1パーセントの割合とする。 

 

 
【第３条関係】 三豊市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例（平成２０年三豊市条例第３６号） 

一部改正  

改正後（案） 現   行 
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附 則 附 則 
(延滞金の割合の特例) (延滞金の割合の特例) 

2 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの

割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわら

ず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措

置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸

付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合を

いう。以下       同じ。)が年7.3パーセントの割

合に満たない場合には、その年            

            中においては、年14.6パーセン

トの割合にあってはその年        における延

滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割

合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例

基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算

した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年 
7.3パーセントの割合)とする。 

2 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの

割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわら

ず、各年の特例基準割合(当該年の前年に   租税特別措

置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示

された割合  に年1パーセントの割合を加算した割合を

いう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割

合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例

基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセン

トの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特

例基準割合に   年7.3パーセントの割合を加算した割

合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割

合に   年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算

した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年

7.3パーセントの割合)とする。 

3 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算

において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割

合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、

年0.1パーセントの割合とする。 

 

(経過措置) (経過措置) 
4 略 3 略 

 
【第４条関係】 三豊市国民健康保険高額療養費資金貸付条例（平成１８年三豊市条例第１３４号） 一部改正  

改正後（案） 現   行 

附 則 附 則 
(延滞金の割合等の特例) (延滞金の割合等の特例) 

4 当分の間、第12条に規定する延滞金の年14.6パーセント

の割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわ

らず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別

措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均

貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合

をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない

場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合

にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パ
ーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割

合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの

割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセント

の割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。 

4 当分の間、第12条に規定する延滞金の年7.3パーセントの

割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合

(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法

(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定め

られる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加

算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない

場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割

合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨

てる。)とする。 

5 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算

において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割

合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、

年0.1パーセントの割合とする。 
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【議案第１１６号関係】 

 

   三豊市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例 新旧対照表（抄） 

 

【第１条関係】 三豊市職員の育児休業等に関する条例（平成１８年三豊市条例第５１号） 一部改正  

改正後（案） 現   行 

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整) (育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整) 
第8条 略 第8条 略 

(育児短時間勤務をすることができない職員)  
第8条の2 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、

次に掲げる職員とする。 
 

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採

用された職員 
 

(2) 三豊市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2
項の規定により引き続いて勤務している職員 

 

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過

しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の

事情) 

 

第8条の3 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める

特別の事情は、次に掲げる事情とする。 
 

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する

育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、

産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児

短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又

は出産に係る子が第3条第1号ア又はイに掲げる場合に

該当することとなったこと。 

 

(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第8条の6第1号に

掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務

の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子

が第3条第2号ア又はイに掲げる場合に該当することと

なったこと。 

 

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処

分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効

力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこ

と。 

 

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾

病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短

時間勤務に係る子を養育することができない状態が相

当期間にわたり継続することが見込まれることにより

当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員

が当該子を養育することができる状態に回復したこと。 

 

(5) 育児短時間勤務の承認が、第8条の6第2号に掲げる事

由に該当したことにより取り消されたこと。 
 

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより

当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを

除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育

児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認

の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するた

めの計画について育児休業等計画書により任命権者に

申し出た場合に限る。)。 

 

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と

別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所

等における保育の利用を希望し、申込みを行っている

が、当面その実施が行われないことその他の育児短時間
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勤務の終了時に予測することができなかった事実が生

じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について

育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が

生じることとなったこと。 
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)  

第8条の4 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤

務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める勤務の形態(同項第1号から第4号までに掲げる

勤務の形態を除く。)とする。 

 

(1) 三豊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18
年三豊市条例第50号。以下「勤務時間条例」という。)
第3条第3項の規定の適用を受ける職員 日曜日及び土

曜日を週休日(同条第1項に規定する週休日をいう。以下

この条において同じ。)とし、又は日曜日及び土曜日並び

に月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日

とし、4週間ごとの期間(育児短時間勤務をしようとする

期間の全てを4週間ごとに区分することができない場合

にあっては、市長の定めるところにより、当該育児短時

間勤務をしようとする期間を1週間、2週間、3週間又は4
週間に区分した各期間)につき1週間当たりの勤務時間が

19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分
となるように、かつ、1日につき午前7時から午後10時ま

での間において規則で定める時間以上勤務すること。 

 

(2) 勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員 

次に掲げる勤務の形態(勤務日が引き続き規則で定める

日数を超えず、かつ、1回の勤務が規則で定める時間を

超えないものに限る。) 

 

ア 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該

期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19
時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように

勤務すること。 

 

イ 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の

割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たり

の勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分
又は24時間35分となるように勤務すること。 

 

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)  
第8条の5 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、

規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時

間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1
月前までに行うものとする。 

 

(育児短時間勤務の承認の取消事由)  
第8条の6 育児休業法第12条において準用する育児休業法

第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とす

る。 

 

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短

時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承

認しようとすること。 

 

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短

時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認

しようとすること。  

 

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)  
第8条の7 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない

事情は、次に掲げる事情とする。 
 

(1) 過員を生ずること。   
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤  
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務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用され

た同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)
を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことが

できないこと。 
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通

知) 
 

第8条の8 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時

間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければな

らない。 

 

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期

の更新) 
 

第8条の9 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新に

ついて準用する。 
 

(部分休業の承認) (部分休業の承認) 
第10条 略 第10条 略 
2 勤務時間条例                   

       第16条の規定により規則で定める育児の

ための特別休暇又は勤務時間条例       第17条
の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しな

い職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時
間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤

務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うもの

とする。 

2 三豊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三

豊市条例第50号)第16条の規定により規則で定める育児の

ための特別休暇又は勤務時間、休暇等に関する条例第17条
の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しな

い職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時
間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤

務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うもの

とする。 
3 略 3 略 

(部分休業の承認の取消事由) (部分休業の承認の取消事由) 
第12条 第8条の6の規定は、部分休業について準用する。 第12条 第5条  の規定は、部分休業について準用する。 

 
【第２条関係】 三豊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１８年三豊市条例第５０号） 一部改正 

改正後（案） 現   行 

(1週間の勤務時間) (1週間の勤務時間) 
第2条 略 第2条 略 
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第

110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育

児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を

受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をするこ

ととなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」と

いう。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわ

らず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17
条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあ

っては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の

内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、

任命権者が定める。 

 

3 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28
条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で

同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める

もの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間

は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を

超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間ま

での範囲内で、任命権者が定める。 

2 地方公務員法第28条の5第1項又は同法第28条の6第2項
           の規定により採用された職員 

                         

  (以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間

は、前項 の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を

超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間ま

での範囲内で、任命権者が定める。 
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は

三豊市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元

年三豊市条例第11号)第4条の規定により採用された職員

(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、

3 三豊市一般職の任期付職員の採用等に関する条例   

                      (令和元

年三豊市条例第11号)第4条の規定により採用された職員

(以下、任期付短時間勤務職員 という。)の勤務時間は、
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第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超え

ない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命

権者が定める。 

第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超え

ない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命

権者が定める。 
5 略 4 略 

(週休日及び勤務時間の割振り) (週休日及び勤務時間の割振り) 
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らな

い日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育

児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短

時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から

金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再

任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について

は、日曜日及び土曜日に加えて月曜日 から金曜日までの

5日間において週休日 を設けることができる。 

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らな

い日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は  

                         

                         

                        、再

任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について

は、これらの日   に加えて、月曜日から金曜日までの

5日間において、週休日を設けることができる。 
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1
日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。た

だし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期

間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につ

き7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るもの

とし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に

ついては、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45
分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1
日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。た

だし                       

                         

                         

  、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に

ついては、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45
分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 

3 任命権者は、試験研究に関する業務に従事する職員で規

則で定めるものについて、始業及び終業の時刻について職

員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ること

が公務の能率の向上に資すると認める場合には、前項の規

定にかかわらず、規則で定めるところにより、職員の申告

を経て、4週間ごとの期間につき1週間当たりの勤務時間が

38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては単位期間ご

との期間について当該育児短時間勤務等の内容に従い定

める勤務時間、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤

務職員にあっては前条第3項 の規定に基づき定める時間)
となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができ

る。 

3 任命権者は、試験研究に関する業務に従事する職員で規

則で定めるものについて、始業及び終業の時刻について職

員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ること

が公務の能率の向上に資すると認める場合には、前項の規

定にかかわらず、規則で定めるところにより、職員の申告

を経て、4週間ごとの期間につき1週間当たりの勤務時間が

38時間45分(再任用短時間勤務職員          

                         

                及び任期付短時間勤

務職員にあっては、前条第2項の規定に基づき定める時間)
となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができ

る。 
第4条 略 第4条 略 
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割

振りを定める場合には、規則で定めるところにより、4週
間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等に

あっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った

週休日、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

にあっては8日 以上の週休日)を設けなければならない。

ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時

間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)
により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員

等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあ

っては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員

について、市長と協議して、規則で定めるところにより、

4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で

週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えな

い期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時

間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限

りでない。 

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割

振りを定める場合には、規則で定めるところにより、4週
間ごとの期間につき8日(再任用短時間勤務職員     

                         

             及び任期付短時間勤務職員

にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。

ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要    

                         

により、4週間ごとの期間につき8日(再任用短時間勤務職員

           及び任期付短時間勤務職員にあ

っては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員

について、市長と協議して、規則で定めるところにより、

4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で

週休日                      

                         

              を設ける場合には、この限

りでない。 
(正規の勤務時間以外の時間における勤務) (正規の勤務時間以外の時間における勤務) 

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)
別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号まで

に掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受け

て、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)
別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号まで

に掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受け

て、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の
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勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保

全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他

の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることが

できる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である

場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認め

られる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な

勤務をすることを命ずることができる。 
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合

には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲

げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。た

だし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっ

ては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合

として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時

間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命

ずることができる。 

勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保

全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他

の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることが

できる。                      

                         

                         

                   
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合

には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲

げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。 

                         

                         

                         

                         

          
3 略 3 略 

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務) (育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務) 
第9条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(地
方公務員の育児休業等に関する法律         

第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。

以下この条及び次条において同じ。)のある職員が、規則で

定めるところにより、当該子を養育するために請求した場

合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、規則で定

めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤

務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うため

のものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤

務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)
をさせるものとする。 

第9条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(地
方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)
第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。

以下この条及び次条において同じ。)のある職員が、規則で

定めるところにより、当該子を養育するために請求した場

合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、規則で定

めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤

務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うため

のものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤

務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)
をさせるものとする。 

2・3 略 2・3 略 
(年次有給休暇) (年次有給休暇) 

第14条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、そ

の日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分

に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 

第14条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、そ

の日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分

に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児

短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短

時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し

20日を超えない範囲内で規則で定める日数) 

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(再任

用短時間勤務職員          及び任期付短

時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し

20日を超えない範囲内で規則で定める日数) 
(2)・(3) 略 (2)・(3) 略 

2・3 略 2・3 略 
 
【第３条関係】 三豊市職員の給与に関する条例（平成１８年三豊市条例第６１号） 一部改正  

改正後（案） 現   行 

(初任給、昇格、昇給等の基準) (初任給、昇格、昇給等の基準) 
第5条 略 第5条 略 
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、

規則で定める初任給の基準に従い決定する。ただし、地方

公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。

以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児

短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定によ

る短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤

務職員等」という。)にあっては、その者の給料月額は、そ

の者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項
の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に

規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、

規則で定める初任給の基準に従い決定する。      
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を乗じて得た額とする。 
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は

一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の

職に移った場合における号給は、規則の定めるところによ

り決定する。ただし、育児短時間勤務職員等にあっては、

その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、

算出率を乗じて得た額とする。 

            
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は

一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の

職に移った場合における号給は、規則の定めるところによ

り決定する。                    

                         

               
4 略 4 略 
5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させ

る場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良

好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(規則で定

める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則

で定める基準に従い決定するものとする。ただし、育児短

時間勤務職員等にあっては、その者の給料月額は、その者

の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とす

る。 

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させ

る場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良

好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(規則で定

める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則

で定める基準に従い決定するものとする。       

                         

                         

   
6～9 略 6～9 略 
10 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1
項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任

用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料

表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属

する職務の級に応じた額とする。ただし、育児短時間勤務

職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額とす

る。 

10 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1
項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任

用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料

表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属

する職務の級に応じた額とする。           

                         

   
第6条 再任用職員のうち、法第28条の5第1項に規定する短

時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」とい

う。)の給料月額は、前条第10項の規定にかかわらず、同項

の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定

により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定す

る勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

第6条 法         第28条の5第1項に規定する短

時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」とい

う。)の給料月額は、前条第10項の規定にかかわらず、同項

の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定

により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定す

る勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 
2 育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間

勤務職員の給料月額は、前条第2項から第9項までの規定に

かかわらず、これらの規定によるその者の受ける号給に応

じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められ

たその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除

して得た数を乗じて得た額とする。 

 

(通勤手当) (通勤手当) 
第16条 略 第16条 略 
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。 
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。 
(1) 略 (1) 略 
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応

じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短

時間勤務職員等、短時間勤務職員及び三豊市一般職の任

期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により採用

された職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考

慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その

額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額) 

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応

じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(短時間

勤務職員          及び三豊市一般職の任

期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により採用

された職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考

慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その

額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額) 
ア～サ 略 ア～サ 略 

(3) 略 (3) 略 
3～6 略 3～6 略 

(時間外勤務手当) (時間外勤務手当) 
第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ

た職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対

して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当た

第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ

た職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対

して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当た
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りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤

務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150ま
での範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から

翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の

25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当とし

て支給する。ただし、育児短時間勤務職員等が、第1号に

掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、そ

の勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時

間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあって

は、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の

100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間であ

る場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。 

りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤

務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150ま
での範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から

翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の2
5を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として

支給する。                     

                         

                         

                         

                         

                         

                       
(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

2～6 略 2～6 略 
(期末手当) (期末手当) 

第26条 略 第26条 略 
2・3 略 2・3 略 
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した

日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職

員等にあっては、その額を算出率で除して得た額)及び扶養

手当の月額並びに医療職給料表(一)の適用を受ける職員以

外にあってはこれらに対する地域手当の月額の合計額と

する。 

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した

日現在)において職員が受けるべき給料        

                     及び扶養

手当の月額並びに医療職給料表(一)の適用を受ける職員以

外にあってはこれらに対する地域手当の月額の合計額と

する。 
5 行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が3級
以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受け

る職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれ

に相当する職員として当該各給料表につき規則で定める

ものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定す

る合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあって

は、その額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域

手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考

慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超え

ない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算し

た額を第2項の期末手当基礎額とする。 

5 行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が3級
以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受け

る職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれ

に相当する職員として当該各給料表につき規則で定める

ものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定す

る合計額に、給料の月額               

               及びこれに対する地域

手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考

慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超え

ない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算し

た額を第2項の期末手当基礎額とする。 
(勤勉手当) (勤勉手当) 

第29条 略 第29条 略 
2 略 2 略 
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在にお

いて職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等

にあっては、その額を算出率で除して得た額)及び医療職給

料表(一)の適用を受ける職員以外にあってはこれに対する

地域手当の月額の合計額とする。 

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在にお

いて職員が受けるべき給料の月額          

                   及び医療職給

料表(一)の適用を受ける職員以外にあってはこれに対する

地域手当の月額の合計額とする。 
4・5 略 4・5 略 

 
【附則第２項関係】 三豊市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年三豊市条例第３

号） 一部改正  

改正後（案） 現   行 

(期末手当) (期末手当) 
第23条 給与条例第26条から第28条までの規定は、任期が6
月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤

務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下

この条において同じ。)について準用する。この場合におい

て、給与条例第26条第4項中「それぞれの基準日現在(退職

第23条 給与条例第26条から第28条までの規定は、任期が6
月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤

務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下

この条において同じ。)について準用する。この場合におい

て、給与条例第26条第4項中「それぞれの基準日現在(退職
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し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した

日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職

員等にあっては、その額を算出率で除して得た額)及び扶養

手当の月額並びに医療職給料表(一)の適用を受ける職員以

外にあってはこれらに対する地域手当の月額の合計額」と

あるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員

にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパー

トタイム会計年度任用職員としての在職期間における報

酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則

で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替える

ものとする。 

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した

日現在)において職員が受けるべき給料        

                     及び扶養

手当の月額並びに医療職給料表(一)の適用を受ける職員以

外にあってはこれらに対する地域手当の月額の合計額」と

あるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員

にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパー

トタイム会計年度任用職員としての在職期間における報

酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則

で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替える

ものとする。 
2・3 略 2・3 略 

 

【附則第３項関係】 三豊市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（令和元年三豊市条例第１１号） 一

部改正  

改正後（案） 現   行 

(任期付短時間勤務職員の給料月額) (任期付短時間勤務職員の給料月額) 
第10条 任期付職員のうち第4条の規定により採用された短

時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の
給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項の規定

による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により

定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務

時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 

第10条 任期付職員のうち第4条の規定により採用された短

時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の
給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項の規定

による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により

定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務

時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 
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【議案第１１７号関係】 

 

   三豊市国民健康保険税条例(平成18年三豊市条例第69号) 一部改正 新旧対照表(抄) 

 

改正後（案） 現   行 

(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額) 
第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納

税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2
項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して

得た額(当該減額して得た額が63万円を超える場合には、

63万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から

ウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た

額が19万円を超える場合には、19万円)並びに同条第4項本

文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額し

て得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合にお

いては、17万円)の合算額とする。 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納

税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2
項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して

得た額(当該減額して得た額が63万円を超える場合には、

63万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から

ウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た

額が19万円を超える場合には、19万円)並びに同条第4項本

文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額し

て得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合にお

いては、17万円)の合算額とする。 
(1) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5に規定

する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第
28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規

定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規

定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)
をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等

に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5に規定す

る総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公

的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的

年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあ

っては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者

に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所

得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条におい

て「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない

世帯に係る納税義務者 

(1) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、33万円               

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                   を超えない

世帯に係る納税義務者 
ア～カ 略 ア～カ 略 

(2) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万
円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を

乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同

一世帯所属者1人につき28万5,000円を加算した金額を

超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除

く。) 

(2) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、33万円               

                        

                        

                        

              に被保険者及び特定同

一世帯所属者1人につき28万5,000円を加算した金額を

超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除

く。) 
ア～カ 略 ア～カ 略 

(3) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万
円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を

乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同

一世帯所属者1人につき52万円を加算した金額を超えな

(3) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、33万円               

                        

                        

                        

              に被保険者及び特定同

一世帯所属者1人につき52万円を加算した金額を超えな
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い世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。) い世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。) 
ア～カ 略 ア～カ 略  
附 則 附 則 

1～8 略  1～8 略  
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特

例) 
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特

例) 
9 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税

法          第35条第3項に規定する公的年金

等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控

除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を

受けた場合における第23条の規定の適用については、同条

中「法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金

額」とあるのは「法第703条の5に規定する総所得金額(所
得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得につ

いては、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から

15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金

額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。 

9 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税

法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金

等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控

除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を

受けた場合における第23条の規定の適用については、同条

中「法第703条の5に規定する総所得金額       

 」とあるのは、「法第703条の5に規定する総所得金額(所
得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得につ

いては、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から

15万円を控除した金額によるものとする。)」      

                    とする。 
10～20 略 10～20 略 

 

15



 

【議案第１１８号関係】 

 

   三豊市保育所条例（平成１８年三豊市条例第１１２号） 一部改正 新旧対照表（抄） 

 

改正後（案） 現   行 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 
名称 位置 

略 
三豊市立山本保育所 三豊市山本町大野455番地2 

略 
 

名称 位置 
略 

三豊市立山本保育所 三豊市山本町財田西525番地1 
略 
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